
 

栄町定住・移住奨励金交付要綱 

平成２６年栄町告示第１８号 

（目的） 

第１条 この要綱は、長期にわたり居住することを目的として栄町の区域内に住宅（人の居住の

用に供する家屋をいう。以下同じ。）を新築し、又は当該区域内に所在する住宅を購入した者

等に対し、予算の範囲内で定住・移住奨励金（以下「奨励金」という。）を交付することによ

り、町民の定住化及び栄町への移住の促進を図ることを目的とする。 

（交付の対象となる者） 

第２条 奨励金の交付を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、住宅（栄町の区

域内に所在するものに限る。以下「対象住宅」という。）を新築し、又は購入した者であって、

次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）当該対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所（住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。）とする者 

（２）当該対象住宅を所有している者（当該対象住宅が共有物である場合には、その持分を有す

る者のうちいずれか一の者に限る。） 

（３）自己及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がない者 

（４）自己及びその属する世帯の世帯員のいずれも栄町暴力団排除条例（平成２３年栄町条例第

１６号）第２条第３項に規定する暴力団員等又は同条例第９条第１項に規定する暴力団密接

関係者（以下これらを「暴力団関係者」という。）でない者 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、対象者としない。 

（１）既に奨励金の交付を受けた者 

（２）第５条に規定する交付決定をされた申請（第８条の規定による交付決定の取消しをされた

申請を含む。）に係る対象住宅を購入した者 

（奨励金） 

第３条 前条第１項に規定する対象者に対する奨励金の額は、次の各号に掲げる当該対象者の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、当該対象者に子ども（１５歳に達

する日以後の最初の３月３１日までの間にある者であって、栄町の区域内に住所を有するもの

をいう。以下同じ。）がいる場合には、子ども１人につき、１０万円を加算する。 

（１）対象者（次号に掲げる者を除く。）が、対象住宅を新築し、又は購入した場合、かつ、居

住年数（対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所とする年数をいう。以下同

じ。）を１０年とする場合 １０万円 

（２）対象者（新たに栄町の区域内に住所を有する者に限る。）が、対象住宅を新築し、又は購

入した場合、かつ、１０年を居住年数とする場合 ２０万円 



 

２ 前項の奨励金は、同項各号に掲げる居住年数の期間において、対象住宅に居住し、かつ、当

該対象住宅の所在地を住所とすることその他の町長が必要と認める事項について誓約した者に

限り交付するものとする。 

（交付等の申請） 

第４条 奨励金の交付を受けようとする対象者は、対象住宅の所有権の取得の日から６月以内に、

栄町定住・移住奨励金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添付して、町長に申

請しなければならない。 

（１）登記事項証明書、登記完了証その他の対象住宅についての所有権を証する書類 

（２）対象住宅の新築又は購入に係る契約書の写し 

（３）前条第２項の規定により誓約したことを証する書類 

（４）その他町長が必要と認める書類 

（交付等の決定） 

第５条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して奨励金の交付の可

否を決定し、交付する旨の決定（以下「交付決定」という。）をしたときは栄町定住・移住奨

励金交付決定通知書（別記第２号様式）により、不交付とする旨の決定をしたときは栄町定住・

移住奨励金不交付決定通知書（別記第３号様式）により、当該申請をした者に通知するものと

する。 

（交付の請求等） 

第６条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた者（以下「交付対象者」という。）は、奨

励金の交付を請求しようとするときは、町長が別に定める日までに、栄町定住・移住奨励金交

付請求書（別記第４号様式）に預金通帳の写しその他の奨励金の振込先として指定する金融機

関の口座を確認することができる書類を添付して、町長に提出しなければならない。 

（住所変更の届出） 

第７条 交付対象者は、当該交付対象者に係る奨励金の交付決定の日から第３条第２項の規定に

より誓約した居住年数の期間（以下「誓約期間」という。）内に第２条第１項に該当しなくな

ったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。 

（交付決定の取消し） 

第８条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付対象者に係る奨

励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受け、又は奨励金の交付を受けたとき。 

（２）奨励金の交付決定の日から誓約期間内に、第３条第２項により誓約した内容に違反したと

き（死亡した場合を除く。）。 

（３）この要綱の規定に違反したとき。 



 

（奨励金の返還） 

第９条 町長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに

係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることが

できる。 

（住所等の確認） 

第１０条 町長は、奨励金の交付による定住化等の促進の状況を把握するため必要があると認め

るときは、交付対象者及びその属する世帯の世帯員の同意を得て、当該交付対象者に係る奨励

金の交付決定の日から誓約期間内に限り、当該交付対象者及びその属する世帯の世帯員の住所

及び世帯並びに暴力団関係者に関する情報を確認することができる。 

（台帳の整備） 

第１１条 町長は、奨励金の交付の状況、奨励金の交付による定住化等の促進の状況等を明確に

するため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

（栄町定住促進奨励金交付要綱の廃止） 

２ 栄町定住促進奨励金交付要綱（平成２４年栄町告示第５３号。以下「旧要綱」という。）は、

廃止する。 

（経過措置） 

３ この告示の施行前に旧要綱の規定によりされた手続その他の行為は、この告示の相当する規

定によりされた手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２７年３月２７日告示第１７号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱（以下「改正後の要綱」という。）の規定は、この

告示の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新たに栄町の区域内に住所（住民基本台帳

法（昭和４２年法律第８１号）に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。）

を有する者について適用し、施行日前に新たに栄町の区域内に住所を有する者については、な

お従前の例による。 

３ 施行日前に改正前の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定によりされた手続その他の行為は、



 

改正後の要綱の規定によりされた手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２８年３月１４日告示第１３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移

住奨励金交付要綱第２条に掲げる者（以下「対象者」という。）となる者に係る定住・移住奨

励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従

前の例による。 

附 則（平成２８年９月２７日告示第７７号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条第２項第３号の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移住奨励金交

付要綱第２条に掲げる者（以下「対象者」という。）となる者に係る定住・移住奨励金につい

て適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成３１年３月２９日告示第１１号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移

住奨励金交付要綱第２条に掲げる者（以下「対象者」という。）となる者に係る定住・移住奨

励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従

前の例による。 

附 則（令和２年３月２５日告示第１１号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移

住奨励金交付要綱第２条に掲げる者（以下「対象者」という。）となる者に係る定住・移住奨

励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従

前の例による。 



 

附 則（令和５年３月２０日告示第１２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移

住奨励金交付要綱第２条に掲げる者（以下「対象者」という。）となる者に係る定住・移住奨

励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従

前の例による。 

３ この告示の施行前に、この告示による改正前の栄町定住・移住奨励金交付要綱に基づき作成

した用紙は、この告示の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用すること

ができる。 

附 則（令和６年３月２５日告示第２０号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移

住奨励金交付要綱第２条に掲げる者（以下「対象者」という。）となる者に係る定住・移住奨

励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従

前の例による。 

３ この告示の施行前に、この告示による改正前の栄町定住・移住奨励金交付要綱に基づき作成

した用紙は、この告示の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用すること

ができる。 

附 則（令和６年９月２日告示第６９号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和８年２月１０日告示第６号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条第２項の規定は、この告示の施行の日以後にする申請から適用し、同日前に

した申請については、なお従前の例による。 

 


